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算定要件 

１.対象となる入所者は次のいずれかに該当する者であること。  

    イ 肺炎   ロ 尿路感染症   ハ 帯状疱疹   ニ 蜂窩織炎   ホ 慢性心不全の憎悪

２.所定疾患施設療養費の算定について

（１） 診断、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射処置等の内容等（近隣の医療機関と 連携し実施した検査等を含む）を診療録に記載している。

（２） 所定疾患施設療養費の算定開始年度の翌年度以降において、当該入所者に対する投薬、 検査、注射等の実施状況を公表している。 

（３） 当該介護保険施設サービスを行う介護老人保健施設の医師が感染症対策に関する研修を 受講している。
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蜂窩織炎

慢性心不全の増悪

合計
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疾病名   
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